
 

①借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。 

②レンタカーについて損害保険に加入すること。 

③当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、

車内でペットをケージから出すこと。 
 
（自動車貸渡証の携帯義務等） 
第 18 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車

貸渡証を携帯しなければならないものとします。 

2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 
 
（賠償責任任） 
第 19 条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害

を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除

きます。 

2. 借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又はその付属品に損傷を与え   た場合

には、当社に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定め

る損害賠償金（ノンオペレーションチャージ）を支払うものとします。 
 
 

 
 

（事故処理） 
第 20 条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したと   き

は、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理

するものとします。 

（1）直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 

（2） 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証

拠となるものを遅滞なく提出すること。 

（3） 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受け

ること。 

（4） レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行  うこ

と。                                                                        2.借受人は、前項によるほか自らの責任にお

いて事故の解決に努めるものとします。 

3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、そ  の解決

に協力するものとします。 
 
（補償） 
第 21 条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、

借受人が負担する第 19 条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 

（1） 対人補償 1 名限度額無制限（自動車損害賠償責任保険を含む） 
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